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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年１２月２日（金）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時２３分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 森西　正  副委員長 柴田繁勝  委　　員 大澤千恵子

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育次長兼次世代育成部長　馬場　博　　　　

教育総務部長　登阪　弘　　総務課長　岩見賢一郎　　子育て支援課長　大橋徹之

次世代育成部次長兼教育センター所長　前馬晋策　　　教育政策課長　若狭孝太郎　

こども教育課長　小林寿弘　教育推進課長　撰田裕美　児童相談課長　北橋ひとみ

生涯学習部長　宮部善隆　　同部次長兼文化スポーツ課長　布川博

同部参事兼生涯学習課長　池上敦実

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局総括主査　湯原正治

１．審査案件

議案第４６号　平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第３号）所管分
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（午前１０時１分　開会）

○森西正委員長　おはようございます。

　ただいまから、文教常任委員会を開会

します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　師走、お忙しい中、またきょうは足下

の悪い中、文教常任委員会をお持ちにな

られまして、大変ありがとうございます。

　きょうは、過日の本会議に付託されま

した案件について、ご審査を賜りますが、

どうぞ慎重審査の上、ご可決賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。

○森西正委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名議員は、柴田委

員を指名します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第４６号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　宮部生涯学習部長。

○宮部生涯学習部長　おはようございま

す。

　議案第４６号、平成２３年度摂津市一

般会計補正予算（第３号）のうち、生涯

学習部にかかわります部分につきまして、

補足説明をさせていただきます。

　議案書５ページ、第２表、款９、教育

費、項６、図書館費、図書館施設管理事

業３，５７５万４，０００円の繰越明許

費でございますが、本年５月２８日に外

壁の一部が剥落したことに伴い、市民図

書館の外壁を改修するため、先の第３回

定例会でご可決いただきました市民図書

館外壁改修工事費３，４５６万４，００

０円、及び市民図書館外壁改修監理委託

料１１９万円、計３，５７５万４，００

０円について、工事着工が遅延し、工期

が新年度にまたがることとなるため、繰

越明許させていただくものでございます。

　工事着工遅延の主な理由は、円滑な事

務執行が行われなかったことによるもの

であり、このような事態に至りましたこ

と、まことに申しわけなくお詫び申し上

げますとともに、深く反省いたしており

ます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。ご審議のほど、よろしくお

願い申し上げます。

○森西正委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　安藤委員。

○安藤薫委員　今、ご説明いただいた図

書館施設管理事業についての繰越明許に

ついてお伺いいたします。

　先般の本会議でも質疑がありまして、

工事着工の事務手続きの遅れと、これは

職務の怠慢と言うんでしょうか、という

ことによって着工が遅れたことによって、

一刻も早く改修をして安心して図書館や

公民館を利用していただけるように、早

急に工事を完了しなければならないとさ

れていたものが、来年度に持ち越される

ということで、これはこの間の議会の論

戦等、それから工事の性格の問題、公共

施設の安全の問題からして、非常にこれ

は許されないような状況ではないかなと

いうのは、改めて思っているところであ

ります。

　本会議等でも、この間のその経過につ

いては、少しご説明をいただいたわけで

すけれども、改めて委員会で詳しくこの

経過、遅延に至った経過を教えていただ

きたい。

　同時に、当初、ネットバリヤー方式で

の改修をやっていくという上で、どういっ
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た予定で工事をやっていこうとしていた

のか、どういうスケジュールでもってやっ

ていこうとしておられたのか、あわせて

今回、遅延したことによってスケジュー

ルがどのように変わるのか、その点につ

いてもお聞かせをいただきたいと思いま

す。

　１回目、以上です。

○森西正委員長　答弁を求めます。

　池上参事。

○池上生涯学習部参事　繰越明許するに

至った経緯でございます。

　説明の前に、図書館利用者の安全、安

心を図るべき、今年度中に工事着工でき

るよう、速やかに　躯体調査の事務手続

きをすべきところ、事務処理を怠り、躯

体調査発注がまず１０月２７日に遅延し、

いまだ工事発注に至っていないことに対

しましては、大変申しわけございません。

発注が遅れたことによりまして、２３年

度中の工事完了が困難となったことから、

今回の市議会で市民図書館外壁改修工事

費を繰越明許するに至りました。図書館

の利用者、議会関係者の方々に多大なご

迷惑をおかけしたことに対しまして、お

詫び申し上げます。責任を痛感しており

ます。誠に申しわけございませんでした。

　それでは経過でございますけれども、

外壁改修工事は先の第３回定例会におき

まして、補正予算をご可決いただき、躯

体の強度を確認した後、工事に着工する

こととし、躯体強度試験を行うこととい

たしておりました。強度試験はコンクリー

トコアの圧縮強度試験、中性化深さ測定

試験、塩化物濃度試験の３種類の検査を

行うこととなっておりました。

　躯体強度試験は、１０月７日に支出負

担行為を行いまして、１１月７日にコア

抜き工事を行い、検体を試験所に持ち込

み、１１月１０日、１１日に試験をいた

しました。圧縮強度試験と中性化深さ測

定試験は１１月１４日に試験結果が出て

おりますけれども、塩化物濃度試験はま

だ検査結果が出ておりません。すべての

試験結果が判明せず、数値としましては

躯体の安全性をすべてお示しすることが

できない状況となっております。

　私どもといたしましては何よりも建物

の安全性を確認することを第一と考えま

して、本議会において予算の繰越明許を

上程したものでございます。

　コア抜き工事が遅れた原因でございま

すけれども、１１月となったわけなんで

すけれども、まず１０月７日には支出負

担行為を行ってるんですけれども、担当

者、私も含めてでございますけれども、

その後の事務処理を怠ったばかりに、発

注が１０月２７日になったことでござい

ます。

　また、コア抜き工事には騒音と数時間

のくり抜き工事時間もかかることから、

市民図書館の休館日である１１月の第１

月曜日、１１月７日にコアくり抜き工事

を行ったものでございます。

　あと、今後のスケジュールでございま

すけれども、一応本来のスケジュールで

あれば、本年度中に入札を行い、業者を

決定して、年内着工ということの予定で

進んでおったわけなんですけれども、三

つ目の検査がまだ結果が出ておりません。

そのことで、今月末に入札させていただ

き、来年の発注ということで、発注の時

期がずれ込むわけでございます。申しわ

けございません。

○森西正委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　事務手続きの遅延、怠っ

ていたということでございますが、こう

いう事態に陥って、本会議でも部長が頭

を下げられ、一定の処分を受けられてい

るということですので、今後、なぜこう
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いうことになってしまっているのかとい

うところ、それから今回どういうスケジュー

ルをもって、年度内に工事を終わらせよ

うとしたときには、当然、私が言うまで

もなく、逆算方式でいつもそういう形で

事務をやっておられたかと思うんですよ。

年内にやるためには、いつまでに発注を

して、いつまでにコアの調査を依頼して、

コアの調査結果が出るまでにどのぐらい

かかるかというのは、当然調べた上で仕

事を進めていくべきではないかと思うん

ですけれども、怠っていたというのは、

どこが漏れていたんですか。発注が遅れ

たのか、もしくは三つのコアの調査です

けれども、塩化物濃度試験について、こ

の塩化物濃度の調査依頼をかけていなかっ

たのか、三つ同時に調査を依頼したけれ

ども、その調査をかける発注時期が遅れ

たのか、その点についてもう少しご説明

をいただきたいというのが一つです。

　当初の予定から今度遅れて、１２月中

の入札ということになった場合に、年度

内の工事ができないのはいろいろな事情

があるんだと思うんですけれども、１２

月末の入札をやった上で、年度内にはな

ぜできないのか、その点はもう少し教え

ていただきたいなと思います。

　それから、図書館の屋上の防水工事が

昨年度からの予算の継続で、今年度に同

時に外壁工事と一緒にやるということに

されておりましたけれども、その防水工

事との関係はどうなのかですね。その点

も教えていただきたいというふうに思い

ます。

　それからこれも本会議の中で少しふれ

られておられましたけれども、その安全

のために早く工事を済ませていかなけれ

ばいけないという上で、コア抜きをする

のを月曜日に限ってやられたという、そ

の点、休館日にあわせてやられるという

ことと、それから１日休館をとってやっ

て、急いで年度内に早くやりましょうと、

５月の事故からずっともういろいろな経

過があって遅れてきているわけですから、

１日休館してやりましょうというふうな

判断ができなかったのか、そこも検証す

るべきではないかと思いますが、その点

についての見解も改めてお聞かせをいた

だきたいと思います。

○森西正委員長　池上参事。

○池上生涯学習部参事　３点の質問にお

答え申し上げます。

　３点の試験につきましては、同日に発

注しております。

　塩化物濃度試験につきましても、検体

を財団法人日本建築総合試験所に持ち込

んでおるわけなんですけれども、検体の

持ち込み数が多く、当初予定した以上に

かかることが判明したわけなんですけれ

ども、その要する日というのが４５日を

要するということで、そのときに初めて

知ったわけなんで、これについても大変

申しわけなく思っております。

　試験結果については今月には出る予定

なんです。それをもちまして、３点の検

体の検査が完了しますので、また報告を

させていただく予定でございます。

　あと、コア抜きの期間が休館日に合わ

せた件でございますけれども、これにつ

いては工事の時間が半日単位でかかると、

コア抜きの専門業者のほうから聞いてお

り、どうしても開館日に合わせますと、

１階のコンクリートをくり抜くときにか

なりの騒音が出ます。それにあわせて１

階、２階もレファレンス室を利用者の方

がおられます。早朝とかそういう形の部

分でも考えたわけなんですけれども、一

応私も立ち会った中で、９時から工事を

始めまして、数時間かかっております。

　その関係から、利用者への配慮から、
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休館日に合わせて、コアのくり抜き工事

をやらせていただいております。

　あと屋上防水の関係でございますけれ

ども、屋上防水についても２３年度、繰

越明許を使わせていただいて、同時に工

事発注ということを考えておりましたけ

れども、これは別に、これは年度内に間

に合うように発注を予定しておるわけで

ございます。

　あと、この繰越明許については年度が

変わるということなんですけれども、工

事期間が３か月から４か月という形の部

分でございます。だから、年度内に発注

をできても、年が変わってしまうという

ところの事情がありましたので、今回、

繰越明許をさせていただきました。

○森西正委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　塩化物濃度試験の調査が

４５日程度要するということが、発注し

たときに初めてわかったということであ

りますけれども、これだけ本会議でも文

教常任委員会でも、この図書館の外壁の

問題というのは、以前にもタイルが落ち

て改修をしたにもかかわらず、またまぐ

さが落ちるという事故が発生したと。幸

いにもけが人がいなかったけれども、も

う本当に一つ間違えば大事故になるとい

うことで、文教常任委員会を含めて、や

はり安全管理の問題については厳しく議

論をやってきた中身であります。とりわ

けネットバリヤー方式についても、より

安全性を確保するためには、躯体コンク

リートの強度をしっかりと調べてからや

りますというふうにご答弁をいただいて

いたわけで、安全上では大変重要な検査

でありますから、これをやらなければい

けないというのがもう最重点課題ですね。

一番最初にやらなければいけないものと

して、当然考えなければいけない。それ

から早く工事を済まさなければいけない

ということ。この二つのことを考えれば、

現段階でどのぐらいの調査日数がかかる

かというのは、当然把握してしかるべき、

ここが一つあると思います。

　それから把握した上で利用者の安全と

いうことを考えるのであれば、利用日、

休館日を優先するのではなくて、調査の

日にちを１日休館をしてでも、調査を優

先をして、今後の利用者の安全を確保す

るということを最優先に考えるべきでは

なかったかというのがこれが２点目だと

思います。

　その点について、改めてそういった認

識を、今になってということになるのか

もしれませんけれども、そういう立場に

立つべきではなかったかと思いますが、

どうなのか、お聞かせをいただきたい。

　あわせて防水工事についても、これは

繰越明許に、平成２３年度に回しました。

できたら工事の安全の問題、それから経

費の問題も含めて、外壁工事と一緒にや

るということをしてたのが、このことに

よって結局二つに分かれるということで、

図書館の工事の工期が非常に長くなると、

経費的な問題でも余分にかかるのではな

いかなということになってくるわけなん

ですけれども、その点についても見解を

お示しをいただきたいと思います。

○森西正委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　まず今回の市民図

書館の外壁改修工事の予定といたしてお

りました件でございますけれども、今回

のネットバリヤー工法による工事につき

ましては、工期が３か月要するというこ

とでございますので、私どもといたしま

しては、１２月、年内着工ということで

進めておりました。契約日からの３か月

ということでございますので、年度内竣

工はできるものというふうに考えており

ました。１２月の入札を行うということ
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になりますと、１１月中に入札の告示を

行わなければいけないということになり

ます。今回の市民図書館の改修に当たり

ましては、躯体強度の調査試験というこ

とを入れておりましたので、逆算いたし

ますと１０月の初旬から１か月半以上ご

ざいましたので、その分につきましては

期間的には可能であるというふうに考え

ておりました。

　それで、この強度試験の準備でござい

ますけれども、９月１６日、文教常任委

員会で市民図書館をご視察いただきまし

た。その中で、安全を図るために南面全

面のネットを張るとか、あるいはこの試

験につきましてご説明をさせていただき

まして、そのご視察後に準備にかかりま

して、日にちとしては１０月７日に三者

の見積もりが調いまして、支出負担行為

をさせていただきました。この時点で業

者は決定したということになります。

　その後、決定したのではありますけれ

ども、実際には本会議で事務処理の怠り

ということで、ご説明させていただきま

したけれども、１０月２７日に至るまで

発注依頼を行えていなかったということ

によりまして、１１月７日のコア抜き工

事ということになったわけでございます。

　それで、臨時休館してやれる方法を考

えなかったのかということでございます

けれども、実際にこの臨時休館に思いが

至らなかったということもございますけ

れども、期間的には、結果的でございま

すけれども、１０月２７日に発注いたし

まして、実際にその業者に来ていただき

まして、どこの部分のコアを抜くとかい

う準備行為をいたしまして、１１月７日

ということに至ったわけでございます。

結果的にはこの臨時休館するのと、それ

から第一月曜日の休館日、この日にち的

には、実際にはその１１月７日が最短で

あったと考えております。

　それから、今後のスケジュールという

ことでございますけれども、この１２月

の入札ということをできませんので、最

短で１月の入札ということになります。

ですから、工期的には今申し上げました

１か月、最短で１か月遅れということに

なりますので、１月の末に入札し契約い

たしますとどうしても３か月ということ

で、４月の末までに工期がずれ込むとい

うことになります。

　それから防水工事との関係でございま

すけれども、今回、この屋上防水工事と、

それから図書館の外壁改修工事、一括で

設計見積もりし、入札をかけるというこ

とにいたしております。

　それで、今回市民図書館の外壁改修工

事が繰越しとなりますが、入札につきま

しては一括で入札させていただきまして、

契約行為としては屋根防水工事、それか

ら外壁改修工事ということで、二本立て

で契約させていただきたいというふうに

考えております。

　それで、防水工事につきましては約１

か月で完了ということでございますので、

この部分につきましては、１月に着工い

たしますと年度内には完了できるという

ふうに考えております。

○森西正委員長　部長、工期が長くなる

と経費がかかるのでは、というふうな問

いがあったと思うんですけれども、その

点、答弁お願いします。

○宮部生涯学習部長　入札が１か月遅れ

るということでございますが、工期につ

きましては３か月ということでございま

すので、期間の遅れということはござい

ません。しかもこの防水工事と、それか

ら図書館外壁改修工事、同時に着工し工

事いたしますので、工事費につきまして

は変更ないというふうに考えております。
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○森西正委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　返す返すも残念な繰越明

許のご報告でございます。

　本会議でも、山本議員からも質問され

ましたけれども、コアの抜き取りの調査

の場所について、もう少しご説明をいた

だけたらと思うんですけれども、通常、

私たちが考えるには、ネットバリヤーで

すのでアンカーを打ち込んで行う工事と

いうことで、躯体コンクリートの強度を

調べて、強度があるということを大前提

としたものだと。アンカーは外壁から打

ち込んでいくということになりますので、

コアの調査となりますと、やはり外壁の

部分からのコア抜きというのが考えられ

るのではないかなと思います。今回の工

事については、外壁ではなくて内壁の部

分を抜いての工事だということでござい

ますが、その点、内壁の工事に至った理

由ですね。それから、外壁で本来やるべ

きものではないのかというようなこと、

技術的な部分をご説明をいただきたいと

思います。

○森西正委員長　池上参事。

○池上生涯学習部参事　コア抜き場所を

どう決定したかということの質問でござ

います。

　工事発注は１０月２７日にさせていた

だいて、１１月１日にコンクリートコア

抜き業者、市の建築課長、私と３人でコ

アくり抜き場所の立ち会いを行いまして、

コンクリートにつきましては、それぞれ

１階から３階の内壁、コア３体は直径１

０センチ、高さ約２０センチの円柱体を

１１月７日に採取したわけでございます。

コンクリートにつきましては、外壁、内

壁がございますが、それぞれの打ちつけ

時期に多少の差異はあろうかと思われま

すが、コンクリート躯体の圧縮強度等の

検査には、コアくり抜きの専門業者、本

市の建築課長とも協議の上、内壁であっ

ても問題がないという判断をいただいた

ことから、内壁のほうで検査をさせてい

ただいたという経過でございます。

○森西正委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　少し補足説明させ

ていただきます。

　内壁３か所を抜いて検査をしたという

ことにつきましては、今、課長が申し上

げたとおりでございます。

　今回、コア抜き検査をいたしました原

因につきましては、市民図書館の今回の

崩落から、本会議、委員会で議論いたし

てまいりまして、市民図書館の躯体の強

度ということが問題になりました。それ

で、躯体の強度の安全性を確認した後に

市民図書館の改修工事にかかるというこ

とで、このコア抜き工事に至ったわけで

ございますけれども、躯体の強度をはか

る場合に、今、課長が説明いたしました

けれども、外壁についてるコンクリート、

それから内壁のコンクリートを、どちら

を抜きましてもコンクリートの成分につ

きましては一定と言いますか、均一であ

るということで、その躯体強度試験につ

きましては、内壁を抜いて圧縮強度試験、

中性化試験、それから塩化物濃度試験、

これをいたしましても、結果として外壁

を抜いた結果と差異はないということで、

内壁を抜くということにいたしました。

　それから、ネットバリヤー工法により

ますネットを張ってアンカーピンを打ち

込むわけでございますけれども、アンカー

ピンを打ち込むのは外壁でございます。

外壁につきましては、この７月に調査い

たしました折に、補修の調査設計に当た

りまして、外壁面については全面的に打

診調査をいたしまして、一部劣化が見ら

れる部分もございますけれども、調査会

社より外壁のコンクリートについては問
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題ないというふうに調査結果が出ており

ますので、このネットバリヤー工法を選

択したものでございまして、外壁の強度

については躯体強度試験が出た段階で同

様に問題ないというふうに考えておりま

す。

○森西正委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　技術的な専門的なことを、

私もその辺の認識は専門知識を持ち合わ

せておりませんので、そちらから言われ

ることについて、この間もそれが説明し

ていただくことが正しいということを大

前提でなければ議論できないわけで、そ

れを信用してやってきているわけで、そ

れがなかなか、今、そうですかというふ

うなことに、すんなり納得できるような

状況でないのが、この間の経過でありま

す。

　内壁も外壁も、どこを抜いてもコンク

リート全体の強度は変わらないというこ

とでございますが、この間のタイルが落

ちたりするというのは、その図書館の建

物の構造上、壁が傾斜しているというこ

とで、壁そのものが屋根のような役割を

果たしていて、雨水がつたって落ちてく

るという、タイルの中のモルタルの部分

を漉してコンクリートの間に水が入って

剥離してタイルが落ちるような事故が起

きたわけで、経年劣化であるとかいうこ

とで、部分的な外壁部分でのそのコンク

リートの弱くなっている部分、今、打診

調査というふうに言われましたけれども、

その打診調査だけで本当にいいのかどう

かですね。内壁と外壁との差というのは、

経年劣化や雨水によって、部分的に外壁

の部分が弱くなるというようなことがな

いのかどうか、その点をもう１回確認を

しておきたいというのが一つ。それから

いろいろ前後して恐縮なんですけれども、

そもそものそのコア抜きの調査について

も、非常に認識が浅かったという点は指

摘しているわけなんですけれども、今、

塩化物の調査結果を待っている段階です

よね。当初もそのコア抜き調査の結果、

これは強度が怪しい、危険だなというと

きには工法を変えるというお話でした。

現段階では圧縮強度と中性化については

安全が確認されたというふうなことだと

思うんですけれども、今後出てくる塩化

物の結果いかんによっては、また工事の

工法を検討しなければならないというふ

うな事態も当然起こり得るものではない

かなというふうに思うわけですけれども、

その点の考えですね、もしそういうよう

な事態になったらまたさらに工期が遅れ

ていくということになると思うんですが、

その点はどのようなめどを持っておられ

るのかということも、内壁、外壁のこと

とあわせて聞いておきたいなと思います。

○森西正委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　技術的な問題にな

りますので、建築課と協議している限り

で答弁させていただきますと、塩化物濃

度試験につきましては、そのコンクリー

トの中にどれだけ塩分が含まれているか

ということでございます。それで、もし

塩分の高い値が出てまいりましたら、コ

ンクリート自体というよりは、そこに入っ

ております鉄筋がさびて、鉄筋が膨らん

で、コンクリートが爆裂するという恐れ

があるというふうに聞いております。現

在、その塩化物濃度試験については結果

が出ておりませんが、その出てきた結果

につきましては、建築課と協議いたしま

して、もしその結果、数値によって、コ

ンクリートがそういう爆裂するおそれが

あるということでございましたら、それ

はそれで建物自体の問題となりますので、

工法も含めまして、考えるべきものであ

ると考えております。
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○森西正委員長　暫時休憩します。

（午前１０時３５分　休憩）

（午前１０時４０分　再開）

○森西正委員長　再開をします。

　安藤委員。

○安藤薫委員　工法の中身等については、

最終の塩化物の検査結果が出た時点で改

めてコア調査の結果についてはきっちり

とご報告をいただくということでお願い

しておきたいと思います。

　改めてコア抜きの工事の遅れに対して

の認識ですね。これは全体の認識にかか

わってくる話なのかなと、今回の図書館

にかかわらず、施設管理に関しての認識

が非常に薄かったのではないかというこ

とを指摘しておきたいというふうに思い

ます。あれだけいろいろな議論がなされ

ました。文教常任委員会としても現地に

視察に行きました。専門の建築課、それ

から事業者の方まで来ていただいて、ご

説明をいただいた上で、安全を期してコ

ア抜き調査をやられるということであり

ました。コア抜き調査の結果いかんでは

工法まで変えるというようなご発言まで

あった。同時に、しかし市民がたくさん

の方が集う施設において、安全対策は怠

りあってはいけないと、一刻も早くやら

なければいけないと、経済的にも工期的

にもすぐれていると言われているネット

バリヤー方式を採用するというご説明を

されて、補正予算が可決されたわけで、

コア抜き調査そのものがアリバイづくり

の調査のような認識であったんじゃない

かと、安全だけども一応やってるんだよ

というようなぐらいの認識であったとし

たら、これはゆゆしき問題であるという

ふうに思います。

　コア抜き調査もすべて含めた形で、公

共施設の安全という問題の認識を改めて

確認をしていただきたいと思いますが、

その点だけ、１点だけお聞かせいただい

て、終わりたいと思います。

○森西正委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　公共施設の施設管

理という話も出ておりますけれども、今

回の市民図書館のまぐさ部分落下につき

ましては、まだ築２７年という建物の中

で起きた問題でございまして、その中で

躯体部分が落下したということで、今回

は躯体調査をさせていただくと、躯体調

査の中ではコアを抜いて検査するという

ことに至りました。このことにつきまし

ては、その公共施設全般の中、施設管理

をする中で余り重要に考えていないので

はないかと、そういうようなご質問であっ

たかと思いますけれども、今回の市民図

書館の改修につきましては、スケジュー

ルを考えまして、９月の視察以降、事務

を進めておったわけでございますけれど

も、今回の円滑な事務執行を行わなかっ

たということによりまして、着工が遅延

したものでございます。このことにつき

ましては、塩化物濃度試験が、結果的に

４５日になったとか、あるいは休館日の

工事であったとか、そういうことはあり

ましても、すべて言いわけというような

話になりますので、今回の件につきまし

ては事務執行が怠っておったということ

で、過失が重大であったということにな

りました。このような繰越明許となった

ことにつきましては、大変申しわけない

と、深く反省しているところでございま

す。

○森西正委員長　教育長。

○和島教育長　今、コア抜きの工事の必

要性をどのように考えていたのかという

ご質問でございましたけれども、今、部

長も答弁いたしておりますように、まぐ

さ部分が躯体部分であったということで、

躯体の安全性をまずネットバリヤーで、
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ネットでカバーする前に、本体の躯体の

安全性を確認するということで、極めて

重要な検査であったと認識いたしており

ます。そういうことで三つの調査結果が

出て、躯体の安全性を確認した上で修復

工事を進めていきたいと考えております

ので、この検査は大変重要だと認識いた

しております。

○森西正委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　教育長からもそういうご

答弁がありましたが、やはりコア調査を

含めて、本当に安全を期する上で重要な

検査であったと。であるからこそ、その

全体の工期を含めて事務を怠ったという

ことは、もう返す返す何度も言っており

ますけれども、大きな過失があったとい

うことだと思います。

　その過失があった、そのことについて

は、今後こういうことがないように、ど

ういうふうに改善を図っていくのか、そ

れから公共施設そのものの安全を確保す

る上で、特に命にかかわる問題ですので、

何はさて置いても最優先課題として取り

組んでいただかなければいけない。そう

いうことで言えば、認識が本当に問われ

るんだと思います。結果からですね。そ

の点についてはもう本当に胸に刻んでい

ただいて、我々も含めて胸に刻んでいた

だきたいということは申し上げておきた

いというふうに思います。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　先ほど安藤委員のほ

うからいろいろご質問がございました。

内容のほう、それから大体、工期のほう

も説明いただきましたのでわかりました

けれども、余りにも危機感がなさ過ぎる

というか、私は非常にそれをやっぱり強

く感じます。やはり目の前で見て倒壊し

ているような建物に関しましてはすぐに

動くことができるのかもしれませんけれ

ども、でも同じような状況だと、目に見

えてないけれども、これが本当にどれだ

け重要な危険箇所なのかというのは私た

ちにはわかりません。ただ、この今の時

点でも、もし子どもたちがあそこを通っ

たときに落下する可能性があるかもしれ

ない、こういったことを考えたときに、

私はやはり対応が敏速ではなかったのか

なというふうに思いますし、今回事務処

理を怠ったというのは、やはり非常に重

要な問題なのかなと感じております。

　なおかつ、これが繰越明許になったか

らご説明に来られたのか、そうでなけれ

ばこのまま見過ごしていたのかもしれな

いなというふうに、私、感じました。今

回、繰越明許になってご説明されたとき

に、教育長と部長が委員長にご説明に行

かれたと思うんです。ほかの委員さんに

もご説明に行かれたと思うんですけれど

も、その中でやはりそこの説明と、部長

だけが来られたときの説明、これがやは

り違った。これが私にとりましては非常

に整合性がとれなかったところでござい

ます。ほかの委員のお話を聞いたときに

聞いたお話と部長から聞いたお話が違っ

た内容であった。これに関して、私は逆

に教育長が委員長のところに行かれた、

ほかの委員のところに行かれた。私のと

ころには教育長は来られませんでした。

教育長がおっしゃった内容と、それから

部長がおっしゃった内容、これは教育長

がほかの委員には言わなくてもいいよと

おっしゃった、指示を出したのか、それ

ともそういう指示は出さなかったのか、

これははっきりしていただきたいなとい

うふうに思っております。

　説明のほうに関しましては、きのうも

宮部部長が来られましたので、大方のこ

とはわかっておりますけれども、そのあ
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たりは逆に教育長にお聞きしたいと思い

ます。

　今回の件に関しまして、本会議の中の

答弁でも、私自身の責任でもございます

というようなことをおっしゃっていまし

た。今回一定の処分を受けられたという

ことで、この処分に関しても、もう一度

説明をしていただければなというふうに

思っております。

○森西正委員長　教育長。

○和島教育長　私が正副議長、正副委員

長に、繰越明許に至った理由については

説明させていただいております。

　その内容は、宮部部長が説明している

のと同じだと思います。と言いますのは、

なぜこのような状況になったかと、その

時点で説明しましたのは、支出負担行為

をとったあと、コア抜き工事をするには

騒音、振動等の理由で市民図書館の休館

日にしかその工事ができないということ

で、１０月１７日の休館日に間に合わな

かったので、１１月７日の工事になりま

した。その時点で、強度試験と中性化深

さ試験ですか、その二つにつきましては、

コンクリート強度と、それと鉄筋の腐食

ですね、そのことについては検査結果が

出ましたけれども、もう一つの塩化物試

験については、私たちが想定していたよ

りも非常に時間がかかって、４５日ぐら

いかかるということで、これでは工期に

間に合わないということでございました。

そういうことで、今回どうしても年度末

に工事を終えることができないので、繰

越明許をお願いしたいというような説明

をさせていただいたところでございます。

このことは、私が正副議長、正副委員長

にお示し、お話ししたのと同じ内容だと

思います。

　ただ、副委員長はそのときおられませ

んでしたので、その同日の夕方に部長の

ほうから説明させていただいております。

そして、それ以外の委員の方には、部長

のほうで同じ説明をしたと、そのように

考えております。

　それと、処分の問題ですけれども、こ

れにつきましては本会議のときにも、こ

ういうことに至った理由がいろいろ調べ

ていったときに、やはり先ほど言いまし

た、本来ならば９月末に本会議でこの補

正予算をご可決いただいた時点から、す

ぐに作業を始めて、１日も早く入札を終

えて、契約を終えて工事着工に向けて、

年度内竣工を目指すべきところを、先ほ

ど来出ております事務作業の遅延と言い

ますか、そういうことによってこういう

事態を招いたと、そういうことを、これ

は大変重い問題だということ、それはも

う本会議のときにも申しました。このこ

とは、やはり今もご指摘いただいており

ますように、この９月議会で、補正予算

の審議をいただいた、そのときにいろん

な厳しいご意見もいただきました。現地

へも改めての視察もしていただきました

けれども、そういう状況を考えれば、当

然、先ほど来、安藤委員からもご指摘い

ただいておりますように、また先の本会

議でもご指摘いただきましたように、大

変認識が甘いんではないかと。仕事に対

する認識が非常に甘かったのではないか

ということで、担当者にも厳しく指摘し

ましたし、私自身も統括責任者として大

変責任を感じているところでございまし

て、最終的には摂津市の職員分限懲戒審

査委員会、これは非常にミスが重いもの

ですから、そこに審査を依頼して、結論

として先日も申し上げましたけれども、

厳重注意の文書訓告処分を私の名前でさ

せていただいたところでございます。

○森西正委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　通常、民間でしたら、
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やっぱりこういう事態というのは本当に

すごい、会社にとってもマイナスな状況

になると思いますし、例えばお客様がい

らっしゃった場合に、こういうこととい

うのはもうあり得ないことだと思うんで

すね。特に今回の場合は本当に、命の危

険にさらされるというような状況にもな

りかねないような事態だと思っておりま

すので、やっぱりもっと危機感を持って

お仕事していただきたいなというのは、

本当に切に思います。

　私自身も子どもを持つ親の身として、

市民図書館に行って大けがをしたなんて

いうようなことというのは、もう本当に

考えたくない、想定したくないようなこ

とでございますので、やっぱりそこを特

にこの文教常任委員会は、すべての子ど

もたちを預かるところでもございますの

で、そういった意味で教育に関してはしっ

かりと導いていただけるような委員会で

ございますので、そういったところも含

めて、やっぱり再度、きっちりと締め直

していただきたいなというふうに思いま

す。

　先ほど、ご答弁いただきましたご説明

の件なんですけれども、私はご説明いた

だいたときに、内容的に、この三つの検

査に関しまして結果が出ていないという

説明でございました。この結果が出てな

い説明だけでしたので、じゃあかなり時

間がもともとかかったんだというような

認識でございましたけれども、いわゆる

事務的なミスだというようなことという

のは、私自身はそこでお話しいただけて

おりませんでした。やっぱりそういう意

味では、せっかくこの繰越明許して、わ

ざわざご説明に来ていただくんでしたら、

きっちりとすべてご説明いただいた上で、

今後のことをどうしていくのかというこ

とを、考えていかないといけないのでは

ないかなというふうに思っております。

　委員の方によって、言っていることが

違うのではないかというふうに、やっぱ

り疑ってしまうような発言というのは、

今後差し控えていただきたいなというふ

うに思っておりますし、もしお話をいた

だけるんでしたら、すべて同じことをお

話ししていただきたいなというふうに思

います。

　この委員には言ったけれども、この委

員には言ってないというようなことがな

いように、やはりある程度こういった重

大なことでしたら、書面を持って来てい

ただくとか、そういったことをしていた

だかないと、結局言った、言わないの話

に最終的にはなってしまうというふうに

思っておりますので、今後そういったこ

とも含めて、もう一度きっちり、私たち

委員に対しても締め直していただきたい

なというふうに思っております。

○森西正委員長　教育長。

○和島教育長　今回のこの繰越明許につ

いては、本当に重く受けとめています。

そしてやっぱりまずは市民の安全安心を

守ることが第一義であり、今後、気を引

き締めて、教育委員会、事務局全員でこ

の難局に対応してまいりたいと思ってお

ります。

　そしてまた、これは予算のこととかい

ろいろございますから、教育委員会だけ

でできない問題もありますので、市全体

で今、その対応策も取り組んでおります

ので、今後やってまいりたいと思ってい

ます。

　そして今言われました議員各位の説明

の仕方につきましても、だれがどういう

ふうに行くのかということを、もう一度、

もうちょっと慎重にやるべきところもあ

るのかなと、今のご指摘を受けまして、

私は全員同じような説明をしたと思って

－12－



おりますけれども、今後、もう一度、あ

りようについても検討して、皆さん方か

ら誤解を招かない、そのように努めてま

いりたいと思っております。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　もう言いたいことはた

くさんありまして、私自身が何を言うて、

何を言わんとこうかというように、まだ

整理ができてないんですけれども、本会

議においても、そういう形で主張させて

いただきましたけれども、先ほど大澤委

員、それから安藤委員、いろいろ質問さ

れまして、私はこの文教畑が長い人間で

ございますので、決算、予算、またそれ

ぞれの委員会でさまざまな発言をさせて

いただきましたけれども、これは教育長、

よく考えていただいて、教育委員会全体

の体質をもう一遍見直す必要があるんで

はないかというふうに思うんですね。

　これは話が大きくなりますけれども、

大阪府なんかでも教育委員会に対して非

常に厳しい指摘がなされて、また新たな

条例等がひかれるということで、この前

の選挙ではすごい民意が、それが示され

たわけですけれども、教育委員会の中に

おられたら、その辺がわからんことがた

くさんあると思うんですよ。だからその

辺は、もう一遍しっかりと白紙に戻して

考えていく必要があるんではないかとい

うように思います。

　というのは、私、決算、予算の審査の

委員会でさまざまな質問をしてまいりま

したけれども、大概その決算で言ったこ

と、また予算で言ったことの継続を私は

いつも次の委員会で聞くんですね。そし

たら、ほとんどこれ、やりますと言うた

ことが、そのままにされてるような状況

とか、その場限りの一つの質疑応答をク

リアしたらそれでええねんというのがね、

そういうようなこと、聞いたら、いや、

やってませんとか、そんなことが繰り返

されてきておるわけです。そちらのほう

にはそちらのほうで、何回あいつ同じこ

と聞いてんねんって言うけど、何回でも

同じ質問せんと、一つの結果が出ないと

いう一つの体質があるから、私はこうい

う形で質問してるんですね。

　その中で、結局この前の落下の事例が

起きたときに、非常にそれに対しての対

応、過去、平成１７年にあそこのタイル

の補修をやって、その対応はどうやった

んやという質問が、当時出たわけですね。

そのときに、非常にそれに対して、後手

後手に回ったり、また失敗があったりし

ながら、反省、反省、反省のご答弁をい

ただきましたよね。それでも私はやっぱ

り、これは人間の生命にかかわる、命に

かかわることやからということで、これ

は正副委員長に無理を押して、採決を延

長させて、現場まで行って、そこでさま

ざまなやりとりをして、その中でこれは

緊急に要することやということでやらな

あかんという、一定の結論を出したわけ

ですね。

　私はもっともっと慎重に、それ以上に

もっとスピード感を持って対応せなあか

んのではないかということで、相当、当

時の正副委員長に食い下がって、例えば

コンクリートを、私独自で調べていくと

か、そういうことを要望を出したんです

けれども、当時の正副委員長は教育委員

会の担当がそれはしっかりやるから、渡

辺委員、そこまでは、というようなこと

で、遠慮したわけですけれども、そうい

うような中で、今回のことですわ。

　だから、ずっと一連の作業で、この前、

本会議でも言いましたけど、あなた方、

どっち向いて仕事してんねんということ

ですわ。
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　市民図書館、市民が多く集う図書館、

多くのすばらしい本をそろえて、しっか

りと市民の皆さんの教養を高めるという、

そういう目的で図書館をやってはるわけ

ですわ。その図書館が、まぐさ部分が崩

落するとか、危険やということになった

ら、これはそれ以前の問題ということは

当然認識してはると思うんですよ。そや

からここまでなったわけです。それやの

に、今言うたように書類を出してなかっ

たとか、９月に委員会でやってるのに、

１１月に書類を出すとか、そういうよう

な段階でやっておったということが、も

うあきれて、あいた口がふさがらんとい

うことですわ。

　あそこまでなって、他の委員から議会

運営委員会で言われましたよ。私は直接

じゃないんやけど、文教常任委員会の正

副委員長に対して、これはイレギュラー

ではないかとか、いやそれは正副委員長

のほうから、これは人間のやっぱり危険

という、安心安全ということからこれは

やむを得んということでやった中で、現

地まで行って、ほかの議員も入っていた

だいて、専門家も業者も入っていただき

ながらやって、私は相当きつい追及をし

てきたつもりでおるんやけど、指摘を。

その上でこれですわ。

　あのときも言いましたけど、また本会

議でも言いましたけど、一つ一つのそう

いう細かいミスが大きなミスにつながっ

て、大事故につながるという、これは私

が勝手に言うてることと違って、これは

統計学的にもそうやし、あらゆる事例に

おいてのあとの結果でそういうようなこ

とがたくさんあるわけであって、そうい

う認識で皆おったわけですよね。あとで

協議会で話されますけど、別府小学校の

モルタル落下ということもあったわけで

すよ。だから、僕、違うねん、こいつや

ねんというような、そのスタッフの中で、

責任の所在はどこにあるのかとか、そう

いうことをもう一遍、教育長、それぞれ

の、教育委員会の中でもそれぞれの部署

がありますわ。しっかりと認識を改めん

ことには、これはもう考えられへんわ。

考えられないことやわ、こういうことは。

　それで、これは平場のことやからあん

まり話ししたらあかんのですけれども、

結局これ、例の塩分濃度の検査結果が出

えへんけど、本来はこれ、繰越明許では

なくて、そのままやるつもりでいてはっ

たわけでしょう、これは。正副委員長が

待てよということで、きちっと結果が出

てからやろうと、それで繰越明許になっ

たわけでしょう。そうですわな、部長。

そこまでの認識がまたおかしいわけや。

そんなことやっとったら、おれ、もっと

言うとったんやけど。

　はっきり言うて、安全性に対してどな

い思ってんねんということですわ。そう

いうその非常にアバウトな考え方で、こ

の問題に、全体的に臨もうとしておった、

これは物すごく皆さん、大変な過ちです

わ。

　本会議でも言いましたように、皆さん

のお子様、お孫さん、図書館へ行ってき

ますって行って、本を読んでるやろうと

思って行ったら、事故に巻き込まれてけ

がをされたり、最悪の場合、お亡くなり

になったりしたら、どういうふうに考え

ます、あなた方。しゃあないがなと思い

ますか。そうですやろ。子どもを扱う教

育委員会ですやろ、皆さん。違いますか。

人さんの子どもを預かる教育委員会です

やろ。すべての摂津市の子どもたちを預

るとこですやろ。違いますか。地震が起

きたり災害が起きたら、どこへ皆は逃げ

込みますか。市の施設、学校、図書館、

そういうような市の施設に皆、避難する
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場所ですよ。それだけ皆さんは市民から

信頼されて、大事にされてるところなん

ですよ。そういう教育委員会でそのよう

なお仕事をされてるんやったら、もうこ

れ、摂津市の子どもたち、摂津の学校へ

行ったらあかんでとか、そういうことに

なってしまいますやん、極端な話。

　それに対して、僕は本会議初日で、宮

部部長が一応陳謝されて、教育長からも

そういう形で陳謝された、それはそれと

して、もう一度、しっかりと考え方を聞

きたいと思いますし、それから処分され

るという職員がおる。それなら今言うた

ように、一体どの辺の部署でだれが処分

されたかということを、もう公の文書で

なるわけですからね、これは。それもお

答え願いたいと思います。お願いします。

○森西正委員長　教育長。

○和島教育長　今、渡辺委員から厳しい

ご指摘いただきました。本当に私は先ほ

ど、この間の本会議でも答弁いたしてお

りますように、もう一度、業務全体を見

直して、進行管理をきっちりやって、ど

こに問題があるのかということですね。

組織の建て直しと言いますか、意識の改

善、もう一度取り組んでいきたい、そし

て市民の方の信頼回復に努めてまいりた

いと考えております。もう多くは申しま

せんけれども、本当に９月からずっとこ

の議論、その重要性も十分認識いたして

おりまして、今、ご指摘ありましたよう

に、こういう結果を招いたということ、

事務局を統括しております教育長として、

本当に深く反省してお詫びも申し上げた

いと思います。

　それで、今回のことで、やはりその第

一歩として責任のありようですね、今回

のことでどこに責任があったということ

も明確にしていかないといけないと思っ

ております。先ほど来、今日の教育委員

会のありようも言われましたけれども、

やはりオープンにして、もう一度教育委

員会、市民の信頼回復するために、やっ

ていくためには、やはり責任のありよう

も所在もはっきりすることが必要だとい

うことで、このたび摂津市職員分限懲戒

審査委員会に審査を依頼しました。これ

も初めは私のほうで担当者を呼んで、厳

しく口頭で注意して、そして今、自分が

抱えている仕事の中身も持ってこいと、

どういう進行管理をしてるんだというこ

とも厳しく指導しましたけれども、やは

りこれは教育委員会内部のことですから、

市全体で公のところで審査していただい

て、適正な処分をせんといかんだろうと

いうことで審査を依頼したところでござ

います。

　それで、だれが対象になったかと言う

ことですが、担当いたしております生涯

学習課長、そして生涯学習部次長、そし

て生涯学習部長の３名でございます。そ

して、これは服務上の処分でございます

ので、私の名前で３名を厳重注意の文書

訓告という処分をさせていただきました。

　ただそのときに、処分は私の名前でやっ

ておりますけれども、先ほど来、そして、

この間の本会議でも申しましたように、

やはり、教育委員会事務局を統括してお

りますのは私でございますから、私にも

責任があることは重々深く、今回の処分

を重く受けとめており、今後えりをただ

して仕事に邁進してまいりたいと考えて

おります。

○森西正委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　分限懲戒審査委員

会におきまして、文書訓告ということに

なったわけでございますけれども、私ど

も生涯学習部といたしましては、事務を

怠った職員はもちろんでございますけれ

ども、生涯学習部として、組織的に行動
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できておれば、また私が管理監督する立

場でございますから、もう少し、今回の

重大案件ということを常に念頭におきま

して、どうなってるんだということで、

進行管理をしておりましたらこういうこ

とに至らなかったと考えております。

　今後は生涯学習部、教育委員会もそう

でございますけれども、組織的にどうあ

るべきかということを見直しさせていた

だきまして、組織的な運営をできるよう

に行ってまいりたいというふうに考えて

おります。今回はどうも申しわけござい

ませんでした。

○森西正委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　もう答弁は要りません。

私の最後の要望なんですけどね。

　これは非常に皆さん、年齢的にはほと

んどが私より下の方ですけれども、先輩

もおられる中で生意気なこと言いますけ

れども、皆さん、役所に入ってこられた

ときにはやっぱり志を持って、それなり

に仕事しようという気持ちで入ってこら

れたと思うんですよ。だから僕は、１０

年、２０年、３０年、ここで仕事を重ね

ておられる中でも、やっぱりいい仕事し

ようやないかという、そういう意識をしっ

かりと持っていただきたいんです。

　どこ向いて仕事しとんねんと、失礼な

言葉を言いましたけれども、やっぱり皆

さんは、特に教育委員会は子どもたちの

将来のこととか、ご年配の方の生涯学習、

さまざまなサークル活動とか、そういう

ことで、子どもたちや大人たちの笑顔を

見たいという気持ちで、皆さんお仕事さ

れるとか、やっぱり一番大切じゃないか

というように思うんですよ。

　その中で、もうこういうような、本当

にこれは人間の生命にかかわるような、

こんな事故が起きたときには、これは恥

やと思うてください。当然思ってはると

思うんですけど。そういう基本的な気持

ちを忘れて、ただ単に目先の仕事を消化

するとか、事務作業をするというような

形やったら、あなた方、職員としての自

分らのプライドはどうかということを、

やっぱり再度認識していただきたいと思

うんです。だからその辺のことで、さま

ざまな今、公務員の方々に対して、風当

たりがきついです。我々議員に対しても

そうですけど。そういうことが市民に見

られんかったら、当然そういうことにな

るわけですわ。だからその辺のことをしっ

かりと肝に銘じて、やっぱりこれ、もう

これ以上言いませんけど、今後やっていっ

てもらわんと。私も大きい声なんか出す

つもりもないし、出したくないんですよ。

失礼な話やしね。だからそういうことを

しっかりと皆さん、再度、肝に銘じてい

ただきたい。

　市長が、せっかく人間基礎教育と言わ

れておるわけですから、やっぱり教育委

員会がそういうことを無視するというの

は、もう根本的な一つの過ちというふう

に思いますので、その点は十分お願いし

たいというふうに思いますので、もうそ

れで要望ですわ。切なる要望ですので、

よろしくお願いします。

○森西正委員長　柴田委員。

○柴田繁勝委員　それぞれの委員から十

分な指摘なり考え方を述べて、今までの

教育委員会のことについて、反省すべき

ところは反省し、ただ反省だけじゃなし

に、これから直ちにどういう方向で、今

までのこと含めてやり直していくのかと

いうことの議論が交わされたと思うんで

すね。私はこういう穏やかな中で、皆さ

んにそれだけの、いいか悪いかはわかり

ませんけれども、寛大なやっぱり気持ち

で臨んで、きょうのこのやりとりをされ

ているというふうに理解します。私はこ
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の問題の当時の委員長でありました。あ

の９月の時点で、どれだけやっぱり委員

会として、これを年内の予算で取り上げ

て、年内に工事をしてもらいたい、また

あなた方もそれを何とかして達成したい

ということで、いろいろなことがありま

したけれども、まとめ上げて９月の時点

で、若干イレギュラーというか、議会運

営委員会との絡みなどもありながら、通

させていただいた。その辺の委員会に対

するあなた方のやっぱりこの関係という

ものをもう少し大事にしてもらわないと、

こういうことがこの１２月議会で出てき

てしまえば、しかも単純に大きな事務的

ミスでしたというようなことで、本会議

で答弁までされてしまうと、この努力は

何やってんと、もっと大きく言えば、文

教常任委員会って一体どこまで詰めれる

んだというようなことが、私、問われる

と思うんですよ。そういうふうにして、

できるだけ行政から上がってくる、教育

委員会から考え方を述べられたことは、

我々としてもチェックはしますけれども、

その考え方にも十分やっぱり敬意を表し、

またやる気を起こしてもらうために、やっ

ぱりその取り組みの中で議論してきてい

るわけですから、その結論が９月の結論

であり、今日に至っている、そういうこ

とがこういう状況の中でやっぱり悲しい

かな、結果がこうなってしまったときに、

私は文教常任委員会として、当時の委員

長として非常に残念に思うわけです。そ

のことをひとつこれからも文教常任委員

会なり、こうして正副委員長が一生懸命

頑張って、そういう方向へ、皆さんと一

緒に話し合いをし、一定の方向へ持って

きてたわけですから、その辺のことも十

分考えを入れていただいて、今後よろし

く頼みたいということをお願いしといて、

私は別に答弁もなにも要りませんので、

流れだけ説明して、私、当時の委員長と

して一言だけ申し上げておきたいと思い

ますので、よろしく。これで結構です。

○森西正委員長　以上で、質疑を終わり

たいと思います。

　私も委員長として、こういうふうな繰

越明許というような事態になって、それ

をチェックをし切れなかったということ

で反省をしておるところでございます。

　崩落が５月２８日ですね。たしか鳥飼

東公民館まつりで大雨だったと思います

ね。そのときだったというふうに思いま

す。

　既にもうかなりの期間がたって、工事

が始まるにはもう７か月、８か月ぐらい

たって工事が始まるというところで、工

事の終わりが繰越明許して年度が変わる

わけですから、約１年間かかるというこ

とですね。危険な箇所が完成までにそれ

ほどかかるということは、あってはなら

ないことだというふうに思います。

　きょう多くの委員から多くの質問も出

ましたけれども、これは真摯に受けとめ

ていただいて、これからの職務に当たっ

ていただきたいというふうに思います。

　それでは暫時休憩します。

（午前１１時２０分　休憩）

（午前１１時２２分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　討論なしと認め、採決

します。

　議案第４６号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　これで本委員会を閉会します。
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（午前１１時２３分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 森 西 　 正

文教常任委員  柴 田 繁 勝
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